
利 用 者 の た め に  

１ 毎年１２月３１日現在で実施される「工業統計調査」の結果を、県の協力を得て市が集計したもの

である。 
 
２ 用語の内容及び算式は、次のとおりである。 
（１）原材料使用額等 

原材料、燃料及び電力の使用額並びに委託生産費の合計で、消費税を含めた額である。 
（２）製造品出荷額等 

製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たくず、廃物の出荷額及びその他

の収入額の合計で、内国消費税を含んだ額である。 
※ 内国消費税とは、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税をいう。なお、消費税は    

調査項目に含まれないため、推計により算出している。 
（３）その他 

粗付加価値額（従業者４人以上）、付加価値額（従業者３０人以上）及び有形固定資産投資総額

（従業者３０人以上）は、下記の計算式により算出している。 
    粗付加価値額＝製造品出荷額等－原材料使用額等－（消費税を除く内国消費税額＋ 

推計消費税額） 
    付 加価値額＝製造品出荷額等＋（製造品年末在庫額－製造品年初在庫額）＋ 

（半製品及び仕掛品年末価額－半製品及び仕掛品年初価額）－ 
原材料使用額等－（消費税を除く内国消費税額＋推計消費税額）－減価償却額 

    有形固定資産投資総額＝取得額＋（建設仮勘定の年間増－建設仮勘定の年間減） 
 
３ 統計表中の符号の用い方は次のとおりである。 
   「 － 」……… 皆無又は該当のないもの 
   「 X  」……… 発表をさしひかえたもの 
   「 r  」……… 訂正数字 
 
４ その他 
（１）金額については、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。 
（２）構成比については、端数を四捨五入しているため、内訳の計が１００％にならない場合がある。 
（３）統計表中の「秘匿欄」の数値は、「 X  」の数字を合計したものである。 
 
５ 産業中分類 
（１）産業中分類の名称 
  産業中分類の名称は、日本標準産業分類（平成１４年１０月１日適用）を使用して作成したので、

次の ≪表１≫ を参考にすること。 
  なお、重化学工業と軽化学工業との区分は、表中で産業分類番号を〇で囲んだものを重化学工業と

し、その他を軽化学工業とした。 



≪表１≫  産業中分類名称表 
番号 項 目 名 番号 項 目 名 

09 食料品製造業 21 なめし革・同製品・毛皮製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 22 窯業・土石製品製造業 

11 繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 23 鉄鋼業 

12 衣服・その他の繊維製品製造業 24 非鉄金属製造業 

13 木材・木製品製造業（家具を除く） 25 金属製品製造業 

14 家具・装備品製造業 26 一般機械器具製造業 

15 パルプ・紙・紙加工品製造業 27 電気機械器具製造業 

16 印刷・同関連業 28 情報通信機械器具製造業 

17 化学工業 29 電子部品・デバイス製造業 

18 石油製品・石炭製品製造業 30 輸送用機械器具製造業 

19 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 31 精密機械器具製造業 

20 ゴム製品製造業 32 その他の製造業 

 
（２）日本標準産業分類の第１１回改訂（平成１４年３月公示）に伴う工業統計調査用産業分類の改訂

の概要 
  ① 日本標準産業分類における大分類体系の改訂（旧製造業分類の定義を変更し、他の大分類へ 

移行し調査の対象外となるもの） 
   ア 旧中分類「１２－食料品製造業」の細分類「１２９４－こうじ・種こうじ・麦芽・もやし   

製造業」のうち「もやし製造業」については、大分類「Ａ－農業」の細分類「０１１３－野菜

作農業（きのこ類の栽培を含む）」に移行。 
   イ 旧中分類「１９－出版・印刷・同関連産業」の小分類「１９１－新聞業」、「１９２－出版業」

を新設大分類「Ｈ－情報通信業」に移行。 
  ② 中分類体系の改訂 
   ア 大分類「Ｄ－鉱業」に属する中分類が従来の４中分類から１中分類に集約されたことに伴い、

それ以降の中分類番号の繰り上げを行った。 
     したがって、製造業における中分類番号は旧中分類「１２－食料品製造業」は新分類   

「０９－食料品製造業」となり、以下順次繰り上げした。 
   イ 旧中分類「３０－電気機械器具製造業」に属する旧小分類「３０４－通信機械器具・同関連

機械器具製造業」及び「３０５－電子計算機・同附属装置製造業」を分割し、新中分類として

特掲し、中分類「２８－情報通信機械器具製造業」を新設した。また、旧小分類「３０８－   

電子部品・デバイス製造業」を新中分類「２９－電子部品・デバイス製造業」として新設した。 
   ウ 旧中分類「３３－武器製造業」を新中分類「３２－その他の製造業」のうちの小分類    

「３２８－武器製造業」とした。 
 
 
 



 県 内 都 市 比 較（県内市部２２市） 
順位 事 業 所 数 従業者数（人） 製造品出荷額等（百万円） 

１ 浜 松 市  2,138  浜 松 市 64,261  浜 松 市 1,994,948  

２ 静 岡 市 1,890  静 岡 市 46,173  静 岡 市 1,406,458  

３ 富 士 市 1,024  富 士 市 35,961  富 士 市 1,315,220  

４ 沼 津 市 750  沼 津 市 20,596  湖 西 市 1,295,552  

５ 焼 津 市 547  湖 西 市 17,663  磐 田 市 1,252,218  

６ 浜 北 市 416  磐 田 市 17,591  掛 川 市 915,369  

７ 藤 枝 市 391  富士宮市 16,942  富士宮市 667,733  

８ 富士宮市 357  浜 北 市 11,967  沼 津 市 569,357  

９ 島 田 市 280  藤 枝 市 11,520  裾 野 市 561,690  

１０ 掛 川 市 261  掛 川 市 11,479  御殿場市 466,443  

１１ 三 島 市 246  焼 津 市 11,438  焼 津 市 401,441  

１２ 湖 西 市 193  袋 井 市 8,953  袋 井 市 381,756  

１３ 袋 井 市 188  御殿場市 8,264  藤 枝 市 380,113  

１４ 磐 田 市 183  島 田 市 8,261  浜 北 市 297,032  

１５ 御殿場市 183  裾 野 市 8,251  三 島 市 283,567  

１６ 裾 野 市 147  三 島 市 8,209  島 田 市 255,539  

１７ 御前崎市 137  御前崎市 3,400  御前崎市 92,976  

１８ 伊 豆 市 86  天 竜 市 2,693  天 竜 市 71,989  

１９ 天 竜 市 84  伊 豆 市 1,405  伊 豆 市 28,209  

２０ 伊 東 市 81  伊 東 市 1,083  伊 東 市 13,646  

２１ 熱 海 市 42  熱 海 市 343  下 田 市 4,375  

２２ 下 田 市 23  下 田 市 280  熱 海 市 4,119  

 （注）従業者４人以上の事業所についての数字（平成１６年工業統計調査報告書 静岡県の工業より）      
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